
 

川崎市立学校の課程、学科及び部の設置に関する規則の一部改正について 

 

１ 概要 

 

現在、市立川崎高等学校の定時制課程普通科は、昼間と夜間の二部制であるが、令和２年２月に策定された「市立高等学校改革推進計画第２次計画」

において、ニーズの高い昼間部への進学希望に対応するため、昼間部の募集定員を拡大する一方、夜間部については、令和３年度の入学生から募集を

停止することとした。令和６年３月、夜間部の生徒全員が卒業することから、夜間部を廃止するため、本規則を改正するもの 

 

２ 経緯 

   

  昭和２８年４月  市立川崎高等学校に定時制課程普通科を設置 

  平成１９年７月  市立高等学校改革推進計画第１次計画において、社会状況や生徒の変化に柔軟に応えるため、市立川崎高等学校に定時制課程

（昼間）を設置し、二部制（昼間・夜間）とする方針を決定 

  平成２６年４月  市立川崎高等学校の定時制課程に昼間部が設置され、二部制開始（募集定員：昼間部７０名・夜間部７０名） 

  令和 ２年２月  令和３年度の入学生から夜間部の募集を停止する方針を決定 

  令和 ２年４月  夜間部に生徒（令和２年度生）が入学 

  令和 ３年１月  夜間部の募集を停止 

  令和 ６年３月  夜間部の生徒全員が卒業 

           ３月３１日をもって夜間部を廃止 
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